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第１章 国保すさみ病院改革プランの策定 

1. 策定の趣旨  

 

国保すさみ病院（以下「当院」という。）では、白浜町から串本町の間に

位置する広大な面積のすさみ町を中心に一次及び二次救急を受け持つ唯一の

公的医療機関として地域医療に取り組んできました。 

国保すさみ病院改革プラン（以下「改革プラン」という。）は「新公立病

院改革ガイドライン(＊)」（平成２７年３月３１日付け総務省自治財政局通

知）（以下「新改革ガイドライン」という。）に基づき、人口動態の変化に

伴う医療需要の変化と、田辺保健医療圏(＊)における医療提供体制の変化に合

わせて、公立病院として必要とされる役割を安定的・継続的に果たしていく

ことを目的に、和歌山県が策定する「地域医療構想 (＊)」を踏まえ、これまで

に策定されている「すさみ町まち・ひと・しごと創生総合戦略(＊)」との整合

性を図り、新たな改革プランを策定するものです。 

 

 

2. 計画の対象期間  

 

計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 
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第２章 当院を取り巻く環境 

1. 田辺保健医療圏における動向 

 

 現在わが国では、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。

65 歳以上の人口は 3,000 万人を超えており、令和 7 年（2025 年）には

3,600 万人を超え、その後も増加していくことが予測されています。 

 そのため、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制を確保する方策とし

て、平成２６年から「病床機能報告制度(＊)」が開始され、平成２７年からは各都

道府県において「地域医療構想」の策定が義務付けられています。すさみ町が属

する田辺保健医療圏においては、圏内人口は 13 万 4 千人(2010 年)から 11

万 5 千人(2025 年)、9 万 5 千人(2040 年)と大幅に減少することが見込まれ

ています。また 75 歳以上の人口は 2 万人(2010 年)から 2 万 5 千人(2025

年)へと今後しばらくは増加が見込まれ、その後減少に転じることが予測されて

います。このような人口動態の変化に伴う医療需要の変化に対応するため、特に

病床機能の転換や地域包括ケアシステム(＊)の構築が急務の課題となっています。 

地域包括ケアシステムの構築は、住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体

的な提供を行うもので、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができる環境整備が目的となっています。 

 

【図 1】【和歌山県における田辺保健医療圏】 
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【図 2】【田辺保健医療圏における年代別人口推移】               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2000 年～2015年 国勢調査、2020 年～2040 年 人口問題研究所 男女･年

齢(5歳)階級別データ『日本の地域別将来推計人口』（2013 年 3月推計） 

 

【図 3】【すさみ町における年代別人口推移】                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2000 年～2015年 国勢調査、2020 年～2040 年 人口問題研究所 男女･年

齢(5歳)階級別データ『日本の地域別将来推計人口』（2013 年 3月推計）  
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（１）地域医療構想における病床機能の需要予測 

 

  和歌山県地域医療構想によると、田辺保健医療圏内の総人口は今後減少の一

途を辿ると推計される一方で、65歳以上高齢者人口比率に関しては2040年

に向けて増加していく見込みです。保健医療圏内には8病院(精神病床のみを保

有する紀南こころの医療センターを除く。) が所在し、高度急性期(＊)から慢性

期機能に至るまでの医療が提供されています。県内7保健医療圏のうち、和歌

山保健医療圏に次いで患者の流出が少なく、保健医療圏内で必要とされる医療

は概ね自己完結されている状況にあります。2025年に向けては、高度急性

期、回復期病床(＊)が大幅に不足している一方で、急性期、慢性期病床は2倍以

上の過多状況にあり、急性期病床(＊)から回復期病床への転換を図り、慢性期病

床と在宅医療、介護施設に係る一体的な整備を進める必要があるとされていま

す。 

 

【表1】【田辺保健医療圏における2040年までの人口動態】 

 

出典：和歌山県地域医療構想より作成 

 

【表2】【田辺保健医療圏における２０２５年の病床必要量(床)】       

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 分類なし 合計 

2020年病床機能報告 113 646 345 329 62 

 

1,495 

2025年における必要病床数 120 404 340 249 - 1,113 

過不足数 +7 -242 -5 -80 -62 -382 

 出典：和歌山県地域医療構想より作成 

  

（２）病床機能の動向 

 

 病床機能の分化・連携の実現に向けて、急性期医療機能を担う病床を維持する

一方、一部病床については地域包括ケア病床(＊)への機能転換を検討します。 

  

年

属性 人口 比率 人口 比率 人口 比率

65歳未満人口 96,250 71.4% 74,149 64.1% 56,019 58.6%

65歳以上人口 38,572 28.6% 41,565 35.9% 39,637 41.4%

総人口 134,822 100.0% 115,714 100.0% 95,656 100.0%

2010年 2025年 2040年
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（３）在宅医療の動向 

 

現在田辺保健医療圏では「わかやま在宅医療推進安心ネットワーク(＊)」の

構築に向けた検討が進められています。在宅医療実施医と後方支援病院、医

師会、訪問看護ステーションや薬局が連携して在宅医療を希望する患者・家

族が安心して療養できる在宅医療提供体制の構築を目指しています。一方で

医師や看護師等スタッフの不足、独居や老老介護等の生活環境の要因から、

特に山間地域において対応が難しい状況となっています。スタッフの高齢化

も進む中で、限られた人的資源の有効活用が必要となっています。 

 

（４）救急医療の動向 

 

事故や急病の場合に、適切な医療の提供を受けることができる医療体制の

整備は、誰もが安心して生活するために必要不可欠となります。当院はすさ

み町内で唯一の一次･二次救急病院として、救急受け入れ機能を担っており、

和歌山県立医科大学病院、南和歌山医療センターと連携し、機能維持に努め

ています。 

 

（5）当院の概要と現状 

   

  当院は、昭和 22 年に紀南病院周参見分院として開設し、昭和 27 年に周参

見町国民健康保険直営診療所開設を経て、翌年の昭和 28 年に周参見町国民健

康保険直営病院として開設しました。そして、昭和 48 年の病院新築時に名称

を変更して、国保すさみ病院として、内科･外科･リハビリテーション科の３科

体制で、関連施設の拡充整備を行いながら、そして、町内唯一の入院施設、一

次･二次救急受入施設として、すさみ町の中核病院の役割を担ってきました。 

  令和元年８月からは２階療養病床を休床し、一般病床（４８床）に経営改革

を行いました。 

  また当院では、すさみ町の高齢化と限られた医療資源の状況に対し、多額の

費用を掛けず、住民の満足度の高い医療サービスを提供する為に、地域包括ケ

アを推進してきました。具体的な取り組みとしては、以下の通りになります。 

 

① 救急医療の役割 

現在、田辺保健医療圏では連携は取れているものの、過度な集中を防ぐ 

ため地域内での対応が必要となります。すさみ町は高齢者・独居が多く遠

隔地に出向くのは困難な為、プライマリーケアとしての救急医療体制は必

要となります。 
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② 予防医療の徹底 

 75 歳以上の肺炎球菌ワクチン接種率の促進や、防煙教育の開催などを 

行い、ワクチン接種率の向上(70%超え)や喫煙者率の減少をもたらし、 

すさみ町民の平均寿命の向上など、予防医療の推進は一定の成果をあげて 

おり、町の医療費の伸びは、県全体の平均を下回っています。 

 

 【表 3】【平均寿命推移(すさみ町･和歌山県)】 

 平成 12 年 平成 17 年 平成２２年 平成 27 年 

すさみ町 男性平均寿命 76.9 77.2 79.4 79.6 

女性平均寿命 84.5 85.0 85.7 86.9 

和歌山県 男性平均寿命 77.0 78.0 79.1 79.9 

女性平均寿命 84.3 85.4 85.7 86.5 

  

 【表 4】【和歌山県内におけるすさみ町の平均寿命順位の推移】 

 平成２２年 平成２７年 

男性平均寿命順位 ６位 ２３位 

女性平均寿命順位 １４位 ６位 

 

③ 住民の協力を得る 

 院内掲示と広報を徹底し、健康情報発信を行うことによって、休日･時間 

外の不要な受診者数が減少し時間内受診数が増加しており、効率のよい 

医療サービスの提供に向け、一定の成果をあげています。 

 

④ 在宅医療の推進 

公共交通機関が十分でない山間部地域への訪問診療(＊)を行っています。 

また、2010 年には 24 時間対応の訪問看護ステーションを併設し、在宅 

医療の推進を行っています。 

 

⑤ 和歌山県立医科大学病院と連携した教育機関としての役割 

  和歌山県立医科大学から、毎月１～2 名の研修医が、地域医療研修を行っ 

ています。また、和歌山県立医科大学病院の総合診療専門医養成プログラ

ムに協力しています。 

 

⑥ 行政の支援 

 医療･介護費の自治体財政の健全化に向け、予防医療事業や多職種連携 

を病院だけでなく自治体と一体となって推進しています。 
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【表 5】【基本情報】 

診療科目 内科、外科、リハビリテーション科 

病床数 
72床（一般48床、（医療療養型6床、介護療養型18床は現在

休床中）） 

救急指定 一次・二次救急対応 

看護基準 一般病棟 10対1 

施設規模 
鉄筋コンクリート造3階建 

延床面積 2,036.74平方メートル 

健診部門 人間ドック・定期健康診断 

付随事業 訪問看護（すさみ町訪問看護ステーション） 

 

【表6】【外来患者数】           (単位：人)  

年度 平成３0年度 令和元年度 

実績値 21,668 19,023 

 

【表7】【入院患者数】           (単位：人)  

年度 平成３0年度 令和元年度 

実績値 10,189 7,821 

  

【表8】【平均在院日数(＊)】         (単位：日)  

年度 平成30年度 令和元年度 

実績値 1８ 25 

【表9】【病床利用率(＊)】          (単位：％)  

年度 平成30年度 令和元年度 

実績値 49.3 38.8 

経営指標 66.9 70.0 

 

【表10】【医業収支比率(＊)】        (単位：％)  

年度 平成30年度 令和元年度 

実績値 69.9 68.7 
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経営指標 77.0 79.2 

 

【表11】【経常収支比率(＊)】         (単位：％)  

年度 平成30年度 令和元年度 

実績値 92.8 95.3 

経営指標 97.5 103.0 

 

【表12】【職員給与費比率(＊)】       (単位：％)  

年度 平成30年度 令和元年度 

実績値 84.8 83.3 

経営指標 71.1 70.9 

 

※経営指標：総務省から公表されている公営企業年鑑の公立病院(対象50 

床以上100床未満)の経営規模別の値を示します。 
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第３章 改革プラン 

1. 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 

（１）地域医療構想を踏まえた当院の果たすべき役割 

  

 田辺保健医療圏としては、急性期における救急医療をはじめとした必要な地域

医療体制を維持しつつ、急性期から回復期への転換を図り、回復期を担う病床機

能を充実させることを目標としています。 

 当院は、すさみ町内で唯一の病院施設であり、町民の唯一の入院･看取りの施

設としての体制や、急性期医療及び救急医療体制の維持が重要な課題であると考

えています。 

ただし、すさみ町及び周辺地域は、今後人口が減少し続ける地域となってお

り、地域の規模に見合う規模で、少ない人員で効率化された医療・福祉・介護サ

ービス提供が可能な体制作りに努めます。また回復期を担う病床機能は、一部病

床機能を地域包括ケア病床へ転換し、在宅医療の充実化を図り、地域包括ケアシ

ステムの実現に努めます。 

 現在の病院建物が老朽化、狭隘化していることを踏まえた新築移転構想が進行

しているため、その構想の中で地域に必要とされる医療機能の提供体制を維持す

ることを目指し、このような病床機能再編に向けた取り組みについても十分に検

討を進めてまいります。 

 

① 入院医療 

 在宅医療や看取り、他地域への入院が困難な町民を受け入れる、町内 

唯一の入院施設として、選ばれる病院として機能強化を図り、入院医療 

体制を維持します。 

 

② 救急医療 

 町民が安心して暮らすことができる地域の医療環境を保つため、町内 

唯一の一次･二次救急医療体制を維持し、今後も継続して行きます。 

 

③ 在宅医療 

すさみ町では総人口が減少していき、６５歳以上の人口も今後減少し続け 

ていくことが予測されています。在宅医療の体制整備については、現在は 
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公共交通機関が十分でない山間部地域への訪問診療を行っており、 

２０１０年には３６５日２４時間体制の訪問看護ステーションを併設 

しました。今後も体制維持に努め、地域完結型医療体制を推進していき 

ます。 

 

（２）令和 7 年(2025 年)における具体的な将来像 

 

 当院はすさみ町唯一の医療施設（救急･入院)であり、山間地域の住民や独居の

住民などへも適切な医療提供が可能な体制を構築します。現在の病院建物が老朽

化、狭隘化していることを踏まえた新築移転構想が進行しているため、その構想

の中で地域に必要とされる医療機能の提供体制を維持することを目指し、このよ

うな病床機能再編に向けた取り組みについても十分に検討を進めてまいります。

具体的には令和５年の建替え予定に際し、一般病床 25 床の規模に適正な縮小を

図ることを検討しています。 

 

（３）地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

 

 すさみ町を中心とした地域の医療及び介護において、地域包括ケアシステムを

構築するために、当院が主体となって実施している急性期・亜急性期医療を通

じ、在宅医療を担う診療所や介護施設との連携、超急性期医療を担う病院との連

携を繋ぐ拠点病院としての役割を推進します。 

 また、予防医療分野の更なる充実や、労働資本の少ない地域で効率的な医療提

供体制を構築することを目指し、地域見守りネットワークの推進等を図ります。 

 

（４）一般会計負担の考え方 

 

公的病院として当院は独立採算の原則に立ち運営していくべきであります

が、不採算地域の過疎・高齢化に取り組む当院の特別の事情もあり、非常に

厳しい経営状況にあります。一般会計からの経費負担については、最大限の

経営努力により繰入額の削減を目指しますが、すさみ町の医療提供体制を維

持するため、今後も繰入の適正化に努めてまいります。 

 

（５）住民の理解のための取組み 

 

改革プランは当院ホームページで公表し、改訂についてもその都度修正個

所が分かりやすいよう掲載します。また、町広報紙やホームページを利用
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し、当院の情報を発信し、町民の医療や健康に対する啓発を推進し、安心で

信頼できる医療の提供に努めます。 
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2. 経営の効率化 

 

（１）経営指標に係る数値目標の設定 

 

【表13】①収支改善に係るもの 

項目 
令和 2 年度 

見込み 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

令和 7 年度 

(2025 年度) 

経常収支比率(％) 97.5 98.6  98.6  97.9  91.6  91.6 

医業収支比率(％) 72.2 71.4  70.7  69.9    65.2  64.4 

 

【表14】②経費削減に係るもの 

項目 
令和 2 年度 

見込み 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

令和 7 年度 

(2025 年度) 

職員給与比率(％) 88.1 89.4  90.7  92.0  92.8  94.2 

 

【表15】③収入確保に係るもの 

項目 
令和２年度 

見込み 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

1 日あたりの入院患者数

(人) 
19 19  19  19  19  18  

病床利用率(％) 29.7 40.9  40.5  40.0  76.0  75.1 

 

【表16】④経営の安定性に係るもの 

項目 
令和 2 年度 

見込み 

令和 3 年度 

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

常勤医師数(人) 5 5 5 5 5 5 

看護師及び准看護師数

（人） 
27 27 27 27 27 27 

理学療法士数(人) 1 1 1 1 2 2 
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（２）目標設定の考え方 

 

現在の入院療養環境において、すさみ町内での入院を必要とする患者が他

施設へ流出している事例が多く見られます。これは、平成28年度から取り

組みを始めている療養病床の充実についても、療養環境の未整備に伴う課題

が散見され、なかなか数字が伸びていない状況であります。現在構想を進め

ている令和５年度の建替えに伴い、すさみ町内で入院を必要とする医療ニー

ズに対し、満足度の高い療養環境を整備することで、病床の充足を図るとと

もに、平均在院日数の適正化や、新たな施設基準の取得を通じ、単価の増進

を目指します。また、リハビリテーション従事者の充実や、現在大きく負担

がかかっている医師、看護師の確保に努めます。 

 

 

（３）目標達成に向けた具体的な取り組み 

 

① 持続可能な体制の構築 

病院経営において最も重要な資源は医師をはじめとした職員の人的資

源であります。しかしながら、現在の職員の年齢層が高く推移している

ことや、地元出身ではない職員の確保が困難である現状から、今後現在

と同様の人員体制を維持し続けることは難しくなることが推察されま

す。そこで適切な設備投資を行い、ハード・ソフト両面の充実を図るこ

とで人的資源を最大限活用し、個人の資質に頼らない病院運営の体制構

築を目指します。 

特に薬剤師等のコメディカル部門における専門職は、募集を行っても

新たな人員を確保することが困難であり、数年にわたって定員に未達状

態が続いています。また看護師においては、今後数年間で定年等による

退職者の急激な増加に伴う人員不足も予想されるため、新たな新入職者

の確保にも継続的に努めます。また、増加傾向にある業務量に対して事

務員も不足しているため、今後の安定的な運営の継続に向け医事請求能

力に精通したプロパー職員の育成等を検討します。また、地域包括ケア

システムの中核医療機関として、MSWの配置を維持します。 

 

② 事業規模・形態の見直し 

ア 事業の見直し 

       当院は開設以来すさみ町の医療を支えてきました。しかしなが

ら、すさみ町を含む周辺地域の人口の減少や、近年の医療サービス
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の質の変化に伴い、現在の施設設備では適正な機能を果たすことが

難しくなっています。そのため、今後もすさみ町を中心とした医療

を支える存在であり続ける為、事業規模及び内容の見直しを行い、

適正な医療サービスを提供できる体制を整備することを目指しま

す。 

 

イ 移転構想 

       選ばれる病院である為に、今後求められる医療サービス・設備の

提供と、病院経営の健全化を目指す為の投資として、新築移転計画

を進める必要があると考えています。 

       効率的な医療･福祉･介護サービスの提供が行えるような建物の構

造・設備を整備し、健全な経営が持続可能な病院施設を目指しま

す。 

 

ウ 病床数縮小と有床診療所への移行検討 

       すさみ町は将来的に更なる人口の減少が予測されており、病床数

の縮小や有床診療所への転換を含む将来的なダウンサイジングを検

討する必要があると考えられます。一方で病院経営において病床を

削減することは収益の減少に繋がることや、病院から診療所への転

換が、医師をはじめとした専門性の高い人材の確保を困難にさせる

側面があります。その為、今後も慎重に検討を続けていく必要があ

りますが、そのようなダウンサイジングや用途の変更も見据えたフ

レキシブルな施設整備が求められます。 

③ 経費の削減・抑制対策 

 物品管理の一元化や在庫管理の徹底によって、経費の削減に取り組ん

でいきます。 

 

④ 収入増加・確保対策・サービス向上対策 

ア 地域包括ケア病床の導入 

 退院に向けたリハビリテーション機能や在宅患者における急性増

悪への対応機能等、病床機能の充実を図るため、急性期病床（48

床）を一部地域包括ケア病床へ転換することを検討します。それに

伴う入院患者の増加、在院日数の延長を想定し、栄養課を始めとし

た各部署の機能を見直し、対応可能な体制作りを目指します。 

 

イ 入院体制の充実 

 在宅医療や他地域への入院が困難な独居の患者を受け入れる町内

唯一の入院施設として、入院体制の充実を目指します。特に、高齢
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者の急性期を脱したものの退院に至らない亜急性期以降の患者を受

け入れる療養病棟の充実を目指します。 

 また、レスパイト入院の導入について検討します。 

 

ウ 病院機能の維持 

 現在と同様の一次・二次救急受入体制を今後も維持します。 

 

エ 診療報酬(＊)の拡充 

 現体制で取得可能な施設基準を整備し、収益の底上げを目指しま

す。 

 

オ 手術体制の整備 

 整形外科手術が実施可能な体制を整備するため、整形外科医師の

確保を目指します。 

 

カ すさみ地域外からの患者獲得対策 

和歌山県下で下肢リンパ浮腫治療を実施する入院は当院が唯一の

施設であるため、今後も積極的に広報を実施し、すさみ町外からの

患者の受け入れを積極的に検討します。 

 

    キ 人員の確保対策 

医師、コメディカル、看護師、事務員の確保に向けた施策を検討

します。特に女性医師の確保に向けて、働きやすい環境の整備(当直

室の充実、男女別トイレ整備などのアメニティの向上)を目指しま

す。 
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3. 再編・ネットワーク化への対応 

 

 田辺保健医療圏では、「在宅医療サポートセンター」を中心に多職種が

連携して在宅医療を支えるネットワークの構築や、ICTを活用した医療・

介護職間における情報共有の推進などによる、山間地域を含めた保健医療

圏全体をカバーする在宅医療提供体制の構築が進められています。その中

で、以下の対応を実施します。 

南和歌山医療センターとの連携を強化し、応援医派遣体制を継続し現在

の常勤医師の通常外来診療や日直・宿直などの負担軽減や地域住民の必要

とする医療の提供を実施します。（整形外科、心臓血管外科、消化器検

査、日当直において） 

近隣病院へ医師を派遣し、手術等の高度医療の研修を実施することで、

病院間での役割分担を明確にするとともに、亜急性期以降や在宅での急性

増悪に対応する病床機能の整備に伴う、他施設からの紹介患者増加に向け

た連携を強化します。 

 

 

4. 経営形態の見直し 

 

すさみ町は、人口減少が進行している不採算地域であり、職員の確保にも

将来的な課題を抱えています。当院はそのような中で、新たなコスト負担や

職員の処遇問題等において予測されるリスクを負って経営形態を変更する段

階にはないと判断し、当面は現行の経営形態である「一部適用(＊)」のもと

で、運営を継続することが適当であると考えます。しかし、今後の社会経済

情勢･疾病構造の変化を捉え、改めて経営形態見直しの検討を行う必要があ

り、地域医療の確保を前提とした上で、「全部適用(＊)」をはじめ、「地方独

立行政法人(＊)」「指定管理者制度(＊)」「民間移譲」「地域医療連携推進法人

制度(＊)」等を含めた新たな経営形態の導入を多方面から検討します。 
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5. 改革プランの実施状況の点検・評価・公表 

 

（１）点検・評価 

 

改革プランの進捗状況については、当院おいて情報を共有し、内部評価と

進行管理を行います。また、運営委員会において、数値目標の達成状況や具

体的な取り組みについて審議・評価します。 

 

（２）評価の公表 

 

運営委員会での審議を経て、毎年ホームページ等で公表します。 
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収支計画書 

○ 収益的収支                           (千円) 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

　　 年 度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
年　 度 年　 度 年　 度 年　 度 年　 度 年　 度 年　 度

 区 分 （決算） （決算見込み） 移転1年目 移転2年目

１. ａ 496,090 492,469 485,358 478,247 471,558 467,601 460,435

(1) 442,441 439,414 432,485 425,557 419,049 415,274 408,290

162,107 159,694 157,689 155,683 154,099 155,248 153,187

280,334 279,720 274,797 269,873 264,949 260,026 255,102

(2) 53,649 53,055 52,873 52,691 52,509 52,327 52,145

39,688 39,688 39,688 39,688 39,688 39,688 39,688

39,688 39,688 39,688 39,688 39,688 39,688 39,688

２. 212,934 191,547 202,847 206,847 207,263 206,449 210,549

(1) 182,484 161,312 172,612 176,612 181,412 180,112 184,212

182,484 161,312 172,612 176,612 181,412 180,112 184,212

(2) 12,328 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

12,328 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

(3)

(4) 13,612 12,395 12,395 12,395 8,011 8,497 8,497

(5) 4,510 4,340 4,340 4,340 4,340 4,340 4,340

(A) 709,024 684,016 688,205 685,094 678,821 674,050 670,984

１. ｂ 721,711 682,097 679,326 676,555 674,926 717,342 714,552

(1) 413,068 433,814 433,814 433,814 433,814 433,814 433,814

174,291 178,682 178,682 178,682 178,682 178,682 178,682

27,186 25,624 25,624 25,624 25,624 25,624 25,624

211,591 229,508 229,508 229,508 229,508 229,508 229,508

(2) 167,646 145,948 143,607 141,266 139,067 137,791 135,432

146,809 126,257 124,179 122,101 120,150 119,018 116,923

(3) 105,751 78,034 77,604 77,174 77,744 73,878 73,448

36,409 36,000 35,738 35,476 35,214 34,952 34,689

(4) 33,447 22,502 22,502 22,502 22,502 70,060 70,060

(5) 1,799 1,799 1,799 1,799 1,799 1,799 1,799

２. 22,197 19,249 18,898 18,546 18,317 18,226 17,949

(1) 671 590 481 372 370 414 381

(2) 21,526 18,659 18,417 18,175 17,947 17,811 17,567

(B) 743,908 701,347 698,224 695,101 693,243 735,568 732,501

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) -34,884 -17,331 -10,018 -10,007 -14,422 -61,518 -61,517

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

入 院 収 益

外 来 収 益

材 料 費

長 期 前 受 金 戻 入

う ち 他 会 計 負 担 金

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金

減 価 償 却 費

そ の 他

他 会 計 補 助 金

一 時 借 入 金 利 息 分

そ の 他

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

そ の 他

う ち 薬 品 費

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

経 常 費 用

経 費

そ の 他

医 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

国 ( 県 ) 補 助 金

そ の 他

経 常 収 益

う ち 委 託 料

退 職 給 付 費
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○ 資本的収支                          (千円) 

 

 

 

 

 

 

 

　　 年 度 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
年　 度 年　 度 年　 度 年　 度 年　 度 年　 度 年　 度

 区 分 （決算） （決算見込み） 移転1年目 移転2年目

１. 5,200 5,400 46,400 736,400 740,000 5,400 5,400

２. 29,500 15,500 17,500 18,600 34,300 13,300 9,600

３.

４.

５.

６. 2,009 2,700 2,700 0 56,500 2,700 2,700

７.

８.

９.

(a) 36,709 23,600 66,600 755,000 830,800 21,400 17,700

(c)

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 22,709 23,600 66,600 755,000 830,800 21,400 17,700

１. 7,347 8,100 49,100 736,600 813,600 8,100 8,100

２. 15,655 17,241 17,565 18,421 17,299 13,311 9,669

15,655 17,241 17,565 18,421 17,299 13,311 9,669

３.

４.

(B) 23,002 25,341 66,665 755,021 830,899 21,411 17,769

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 293 1,741 65 21 99 11 69

１. 293 1,741 65 21 99 11 69

２.

３.

４.

(D) 293 1,741 65 21 99 11 69

補てん財源不足額　(C)－(D) (E)

(E)－(F)

（G）

（H) 77,271 65,430 94,265 812,244 1,534,945 1,527,034 1,522,765

う ち 建 設 改 良 の た め の 企 業 債 分

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 費 平 準 化 債

う ち 職 員 給 与 費

他 会 計 借 入 金

収 入 計

他 会 計 補 助 金

支 出 計

国 ( 県 ) 補 助 金

工 事 負 担 金

う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る
(b)

支 出 の 財 源 充 当 額

う ち 繰 延 勘 定

う ち 災 害 復 旧 の た め の 企 業 債 分

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

企 業 債 償 還 金

当 年 度 許 可 債 で 未 借 入
(F)

又 は 未 発 行 の 額

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

他 会 計 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収
　
　
　
　
　
　
入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

実 質 財 源 不 足 額

前年度同意等債で当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

14,000
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本文中の用語説明 

五十音順 

 

【あ行】 

 

医業収支比率 

医業費用が医業収益によってどの程度賄われているかを示す指標であり、医業

活動における経営状況を判断するもの。経常収支比率と同様、この比率が

100％以上であることが望ましい。 

【計算式】 

医業収支比率＝ 100
医業費用

医業収益
 

 

【か行】 

 

回復期病床 

急性期を脱しても、まだ医学的・社会的・心理的なサポートが必要な患者に対

して、多くの専門職種がチームを組んで集中的なリハビリテーションを実施し、

心身ともに回復した状態で自宅や社会へ戻っていただくことを目的とした病床。 

 

キャリーオーバー 

重度心身障がい児等において、小児医療を経て成人後も継続して医療的ケアを

必要とすること。 

 

急性期病床 

発症・受傷後間もない患者や病状が不安定な患者に対して、専門の医療従事者

が一定期間、集中的な医療を提供するために使用される病床。 

 

経常収支比率 

経常費用に対する経常収益の割合を示すもので、この比率が 100％を超える

場合は単年度黒字を、100％未満の場合は単年度赤字を表す。企業の一事業年

度における通常の継続的企業活動における収益性を表す。 

【計算式】 

経常収支比率＝ 100
経常費用

経常収益
 

   経常収益：医業収益＋医業外収益   経常費用：医業費用＋医業外費用 
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高度急性期 

 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を

提供する機能。救命救急病棟、集中治療室等。 

 

【さ行】 

 

指定管理者制度 

平成 15 年 6 月の地方自治法の改正により導入された制度。それまで公の施

設の管理者については、法令で規定された公共団体などに限定されていたが、本

制度の導入により、民間事業者も指定管理者として参入可能となり、公の施設の

管理・運営に民間のノウハウを活用することが可能となった。 

指定管理者制度の導入や業務の範囲、選定基準等については、条例で定める必要

があり、指定にあたっては、議会の議決が必要である。 

 

【指定管理者制度、管理運営委託及び業務委託の違い】 

  業務委託  管理運営委託  指定管理者制度 

位置付け  サービスの提供  権限の委任代理  管理代行  

受託者  
限定しない  

出資団体、公共団

体、公共的団体  

法人その他の団体（民間事業者、

公共的団体等）  

特になし  条例で規定  議会の議決を得て指定  

施設の経営権  町 町  指定管理者  

対外的責任  町  一義的には受託者  指定管理者  

業務の範囲  
契約範囲内のサ

ービスの提供  

①指示された施設

サービスの提供  

②施設の維持管理  

①自主的な施設サービスの提供  

②施設の維持管理  

③使用許可等の行政処分  

業者選定 

及び契約形態  

原則入札委託契

約  

受託者の範囲内で

随意契約  

原則公募 

契約でなく、議決を得て協定  

料金の帰属  町  基本的には町  指定管理者（町は上限額）  

議会の関与  なし  条例制定時  
①条例制定時 

②指定管理者の指定のための議決   

根拠法令  なし  

改正前の地方自治

法第 244 条の 2 

第 3 項   

地方自治法  

第 244 条の 2 第 3 項  

 

移行に際しての留意点 

・ 病院に多額の累積欠損金がある場合は、運営に係る収支の設定で、市に有利

な委託条件を提示することが難しく、その結果、引受手の確保も困難となる
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ことが予想される。 

・ 新たに病院を開設する場合は別として、既に専門性の高い医療職を多数雇用

している場合、この制度をただちに適用することは難しいと考えられる。 

 

職員給与費比率 

医業収益に占める給与費（人件費）の割合を示す指標で、比率が低いほど望ま

しいといえる。一般的に、55％以下が望ましいといわれている。 

 

【計算式】 

職員給与費比率＝ 100
医業収益

給与費
 

 

新公立病院改革ガイドライン 

 国は平成 19 年に「公立病院改革ガイドライン」を策定し、病院事業を設置す

る地方公共団体に対して「公立病院改革プラン」を策定し、経営改革に取り組む

よう要請した。しかしながら依然として医師不足等の厳しい環境が続き、また少

子高齢化の急速な進行等医療需要の大幅な変化が見込まれることから、国は平成

27 年に｢新公立病院改革ガイドライン｣を策定し、｢地域医療構想｣を踏まえた

｢新公立病院改革プラン｣の策定を求めた。 

 

診療報酬 

診療所や病院または薬局が行った医療サービスに対する報酬。公的医療保険の

もとでは、病院、診療所、薬局などの保険医療機関が保険診療（診療、検査、投

薬など）を行った場合に、その対価として保険者から医療機関に支払われる法定

の報酬をいう。 

 

すさみ町地域見守り支援システム 

 平成２２年１月より、IT 技術を用いて、医療・介護・福祉の各分野の情報を

共有するシステム。医療情報は国保すさみ病院より、訪問看護情報はすさみ町訪

問看護ステーションより、介護情報はすさみ町社会福祉協議会より、福祉・健康

情報はすさみ町役場よりそれぞれの情報を、連携サーバーによる共有化を行い、

多職種が情報を共有可能となり、各部門の連携が良好となった。 

 

すさみ町まち・ひと・しごと創世総合戦略 

 少子高齢・人口減少対策ならびに、まちの特性を活かした、まち・ひと・しご

との創生と好循環の確立を目指す平成２８年３月にすさみ町より策定された総合

戦略。 
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【た行】 

 

田辺保健医療圏 

 医療圏とは、医療法第 30 条の４第２項第 10 号の規定に基づき設定する区

域のことで、和歌山県下において、田辺保健医療圏は、日常生活圏で、入院を中

心とする一般的な医療サービスと広域的・専門的な保健医療サービスを提供する

ための圏域レベルの二次保健医療圏に分類され、田辺市、みなべ町、白浜町、上

富田町、すさみ町をいう。 

 

地域医療構想 

２０１４年に成立した医療介護総合確保推進法によって都道府県が策定するこ

とが義務化された。医療や介護に関する他の計画との整合性を図りながら、平成

３７年（２０２５年）の医療需要と病床の必要量や、目指すべき医療提供体制を

実現するための施策等を定めるもの。 

 

地域医療連携推進法人制度 

 2017 年度に施行予定。原則として、地域医療構想の二次医療圏を範囲とし

て、複数の非営利法人が参加し、新たな医療法人を創設することにより、施設同

士の連携強化や機能分化、機器や医薬品等の共同利用、キャリアパスの構築など

がメリットとしてあげられる。 

 

地域包括ケアシステム 

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっ

ても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

う、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム。 

 

地域包括ケア病床 

 地域包括ケア病棟は、急性期治療後や在宅・施設療養中の患者が在宅復帰に向

け、効率的に医療・看護・リハビリを行うための病床。 

 

地方公営企業法全部適用 

現在適用されている地方公営企業法について「財務規定」のみでなく任意適用

とされている「組織及び身分取扱いに関する規定」を、条例で定めることにより

新たに適用するもの。 

【新たな適用項目】 

項目 内容 

組織に関する規定  ○ 病院事業の組織が一般行政組織から独立。 

○ 管理者（専任の特別職）が設置可能。 
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・ 管理者は業務執行権及び代表権（一部を除く）を有する。 

・ 管理者は、業務に関する管理規程の制定権を有する。 

（市長から管理者に移る権限） 

① 内部組織の設置 

② 職員の任免・給与等の身分取扱い 

③ 予算の原案・説明書の作成 

④ 資産の取得・管理・処分 

⑤ 契約の締結 

⑥ 資金の一時借入れなど 

（管理者に新たに付与される権限） 

①労働協約の締結 

（市長に留保される権限） 

① 予算の調整 

② 議案提出 

③ 決算の審査、認定の付議 

④ 過料を科する 

職員の身分取扱いに

関する規定及び条例 

○ 企業職員は、労働組合の結成、団体交渉、労働協約の締結、不

当労働行為の救済、労使紛争の調停・仲裁等について、民間労

働者と同様の取り扱いを受ける。 

○ 人事委員会勧告制度が適用されず、給与、勤務時間その他の勤

務条件は、法律に基づき、労使協議を経て管理者が決定する。 

 

地方公営企業法の一部適用 

 地地方公共団体の経営する企業の組織、財務、従事する職員の身分などについ

て定めた、地方公営企業法のうち「財務規程」のみを適用するもの。 

 

地方独立行政法人 

公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務・事業

であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののう

ち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地

方公共団体が認めるものを効率的・効果的に行わせることを目的として、地方公

共団体が設立する法人。 

 

主な特徴 

○目標による業務管理 

・中期目標・中期計画・年度計画に基づき、計画的に業務を運営・管理 

・評価委員会が法人の業務実績を定期的に評価 

○運営の弾力化 
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・原則として企業会計原則により業務を運営 

・経営努力で生じた毎事業年度の利益は、中期計画で定めた剰余金の使途に充当可 

・法人の実績、職員の業績を反映した給与の仕組み等を確立 

○積極的な情報公開 

・中期目標等、財務諸表、業務実績、評価結果、給与の支給基準等広範な事項を積極的に公

開 

 

（公務員型） 

・ 職員の身分移管が必要となるものの、移管後も引き続き地方公務員であるこ

とから、調整は比較的容易である。しかし、実施にあたっては、定款につい

ての議会の議決、中期目標の設定及び総務大臣の認可等の事務手続き等に時

間を要する。 

（非公務員型） 

・ 非公務員型の独立行政法人化は、職員の身分移管が必要となり、かつ移管後

は地方公務員の身分でなくなる。 

・ 実施にあたっては、定款についての議会の議決、中期目標の設定及び総務大

臣の認可等の事務手続き等に相当の時間を要する。 

 

【は行】 

 

病床機能報告制度 

病床を有する病院・診療所がその病床において担っている現在の医療機能と今

後の方向について、病棟単位で選択して毎年都道府県に報告する仕組み。報告さ

れた情報は公表することが定められている。 

 

病床利用率 

全病床のうち利用されている病床の割合をみる指標であり、病床利用率は一般

に、(入院患者延数／実働病床数×計算期間)×100 として定義され、計算期間

としては月や年が用いられる。医療施設調査の病院報告では調査月中の１日当た

り平均在院患者数により、病床利用率を（1 日当たり平均在院患者数／月末病床

数）×100 で算出している。 

 

【計算式】 

病床利用率＝ 100
日数病床数

入院患者延数
 

 

平均在院日数 

患者の入院(在院)期間を表現する物差しとして最もよく用いられている。計算
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法は一般的に用いられるのは、一定期間の在院患者延数を入退院した患者数の２

分の 1 で除したもの。 

 

訪問看護 

 医師の指示に基づき、看護師等が、通院が困難な患者の居宅を訪問し、健康チ

ェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービス。 

 

訪問診療 

 通院が困難な患者に対して、医師が計画を立て患者の同意を得たうえで、定期

的に患者の居宅に出向いて行う診療。 

 

 

【わ行】 

 

わかやま在宅医療推進安心ネットワーク 

 病院と診療所の連携体制の構築、医療･介護職間での情報共有など、さまざま

な方法で構築を目指す、在宅医療の推進体制。 

 

 

 

 

 

 


